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(57)【要約】
　サイズの異なる相似形状の病変候補を一連の処理で一
度に抽出・表示可能な医用画像処理装置、及び医用画像
処理方法を提供する。そのために、第1の医用画像につ
いて、その曲面形状についての第1の評価を行うことに
より、第1の病変候補領域を抽出し、第1の抽出部によっ
て抽出された各第1の病変候補領域について、その曲面
形状についての第2の評価を行うことにより、第2の病変
候補領域を抽出し、第2の抽出部によって抽出された第2
の病変候補領域を第2の医用画像に重畳表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像から病変候補領域を抽出して表示する医用画像処理装置であって、
　第1の医用画像について、その曲面形状についての第1の評価を行うことにより、第1の
病変候補領域を抽出する第1の抽出部と、
　前記第1の抽出部によって抽出された各第1の病変候補領域について、その曲面形状につ
いての第2の評価を行うことにより、第2の病変候補領域を抽出する第2の抽出部と、
　前記第2の抽出部によって抽出された第2の病変候補領域を第2の医用画像に重畳表示す
る表示部と、
　を備えることを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記第1の抽出部及び前記第2の抽出部は、前記曲面形状の状態を評価する形状指数を用
いて、それぞれ前記第1の評価及び前記第2の評価を行うことを特徴とする請求項1に記載
の医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記第1の抽出部及び前記第2の抽出部は、所定のパラメータを用いて前記形状指数を算
出することを特徴とする請求項2に記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記形状指数は、Shape Indexであり、前記所定のパラメータは、注目する点における
微分値を求めるための微分距離であることを特徴とする請求項3に記載の医用画像処理装
置。
【請求項５】
　前記第1の抽出部及び前記第2の抽出部は、抽出した病変候補領域について所定の特徴量
を算出し、算出した特徴量が所定の閾値の範囲内に入る領域を抽出することによって、該
抽出した病変候補領域から偽陽性の領域を削除することを特徴とする請求項1に記載の医
用画像処理装置。
【請求項６】
　前記第2の抽出部は、前記第1の病変候補領域から偽陽性の領域が削除されて得られた領
域に膨張処理を施して、前記第2の評価を行うことを特徴とする請求項5に記載の医用画像
処理装置。
【請求項７】
　前記第2の抽出部は、各第1の病変候補領域の領域サイズに応じた微分距離を用いて前記
形状指数を算出することを特徴とする請求項3に記載の医用画像処理装置。
【請求項８】
　前記第1の医用画像と前記第2の医用画像は、ボリューム画像データを用いて作成された
管腔領域の展開画像であることを特徴とする請求項1に記載の医用画像処理装置。
【請求項９】
　前記第1の医用画像と前記第2の医用画像は、ボリューム画像データを用いて作成された
管腔領域の仮想内視鏡画像であることを特徴とする請求項1に記載の医用画像処理装置。
【請求項１０】
　前記第1の医用画像は、ボリューム画像データを用いて作成された管腔領域の展開画像
であり、前記第2の医用画像は、前記ボリューム画像データを用いて作成された管腔領域
の仮想内視鏡画像であることを特徴とする請求項1に記載の医用画像処理装置。
【請求項１１】
　前記表示部は、更に、前記第2の抽出部によって抽出された第2の病変候補領域を、その
形状に応じた表示形式で前記第2の医用画像に重畳表示することを特徴とする請求項1に記
載の医用画像処理装置。
【請求項１２】
　前記表示部は、更に、前記第2の抽出部によって抽出された第2の病変候補領域を、その
領域サイズに応じた表示形式で前記第2の医用画像に重畳表示することを特徴とする請求
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項1に記載の医用画像処理装置。
【請求項１３】
　前記第2の医用画像に重畳表示させる病変候補領域の領域サイズに関する範囲を指定す
る指定部を更に備え、
　前記表示部は、更に、前記第2の抽出部によって抽出された第2の病変候補領域のうち、
領域サイズが前記指定部によって指定された範囲内にあるものを、前記第2の医用画像に
重畳表示することを特徴とする請求項1に記載の医用画像処理装置。
【請求項１４】
　医用画像から病変候補領域を抽出して表示する医用画像処理方法であって、
　第1の医用画像について、その曲面形状についての第1の評価を行うことにより、第1の
病変候補領域を抽出する第1の抽出ステップと、
　前記第1の抽出部によって抽出された各第1の病変候補領域について、その曲面形状につ
いての第2の評価を行うことにより、第2の病変候補領域を抽出する第2の抽出部ステップ
と、
　前記第2の抽出部によって抽出された第2の病変候補領域を第2の医用画像に重畳表示す
る表示ステップと、
　を含むことを特徴とする医用画像処理方法。
【請求項１５】
　前記表示ステップは、更に、前記第2の抽出ステップによって抽出された第2の病変候補
領域を、その形状又は領域サイズに応じた表示形式で前記第2の医用画像に重畳表示する
ことを特徴とする請求項14に記載の医用画像処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像に基づいて病変候補の抽出及び表示を行う医用画像処理装置等に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から医用診断に利用される画像としては、例えばX線CT(Computed Tomography)装置
やMRI(Magnetic Resonance Imaging)装置、超音波装置等によって撮影される被検体の断
層像等が知られている。また、このような医用画像を、コンピュータを用いて解析し、そ
の陰影の中から病変候補を検出して医師に提示するコンピュータ検出支援装置(Computer-
Aided Detection；以下、CADという)が開発されている。CADは、病変部の形状特性や濃度
特性に基づいて、病変部と推測される画像領域(以下、病変候補領域という)を自動的に検
出するものであり、医師の負担を軽減させている。
【０００３】
　一方、検診等のように、大量の症例を読影する必要がある場合、診断を効率よく行うた
めに、操作者が所望する複数サイズの病変候補を、一連の処理で一度に抽出して表示させ
たいという要望がある。例えば、大腸領域のポリープは特徴的な形状を有するが、様々な
サイズのものがある。一般に治療対象となる病変候補は5mm以上のものであり、10mm以上
になると大腸ガンになる危険性が高いとされている。例えば、特許文献1のように、医用
画像について曲面の形状を表す特徴量(shape index)を用いた評価を行うことにより、病
変候補を抽出する手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2006－230910号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、抽出対象となる病変候補の大きさが異なる場合、形状を表す特徴量(形
状指数；例えば、shape index)を算出するためのパラメータの最適値が異なる。そのため
、従来の手法では、同一の形状を示す病変候補であっても、サイズが異なる場合には、一
連の処理で一度に抽出・表示できないという不具合が生じていた。
【０００６】
　本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、サイズの異なる相似形状の病変
候補を一連の処理で一度に抽出・表示可能な医用画像処理装置、及び医用画像処理方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するため、第1の発明は、医用画像から病変候補領域を抽出して表
示する医用画像処理装置であって、第1の医用画像について、その曲面形状についての第1
の評価を行うことにより、第1の病変候補領域を抽出する第1の抽出部と、第1の抽出部に
よって抽出された各第1の病変候補領域について、その曲面形状についての第2の評価を行
うことにより、第2の病変候補領域を抽出する第2の抽出部と、第2の抽出部によって抽出
された第2の病変候補領域を第2の医用画像に重畳表示する表示部と、を備えることを特徴
とする医用画像処理装置である。
【０００８】
　第2の発明は、医用画像から病変候補領域を抽出して表示する医用画像処理方法であっ
て、第1の医用画像について、その曲面形状についての第1の評価を行うことにより、第1
の病変候補領域を抽出する第1の抽出ステップと、第1の抽出部によって抽出された各第1
の病変候補領域について、その曲面形状についての第2の評価を行うことにより、第2の病
変候補領域を抽出する第2の抽出部ステップと、第2の抽出部によって抽出された第2の病
変候補領域を第2の医用画像に重畳表示する表示ステップと、を含むことを特徴とする医
用画像処理方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、サイズの異なる相似形状の病変候補を一連の処理で一度に抽出・表示
可能な医用画像処理方法、及び医用画像処理装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】画像処理システム1の全体構成を示すハードウエア構成図
【図２】病変候補抽出処理の実行時に利用するGUI2の一例
【図３】第1の実施の形態における病変候補抽出処理の流れを示すフローチャート
【図４】形状指数(Shape Index)について説明する図
【図５】微分距離を説明する図
【図６】図3のステップS107の段階で抽出される病変候補領域の一例を示す図
【図７】図3のステップS108の段階で抽出される病変候補領域の一例を示す図
【図８】領域サイズの算出について説明する図
【図９】図3のステップS113の段階で抽出される病変候補領域の一例を示す図
【図１０】図3のステップS114の段階で抽出される病変候補領域の一例を示す図
【図１１】展開画像に病変候補領域を重畳した重畳画像の一例
【図１２】管腔芯線方向へのスライド表示について説明する図
【図１３】第2の実施の形態における病変候補抽出処理の流れを示すフローチャート
【図１４】図13のステップS207の段階で抽出される病変候補領域の一例を示す図
【図１５】図13のステップS208の段階で抽出される病変候補領域の一例を示す図
【図１６】図13のステップS213の段階で抽出される病変候補領域の一例を示す図
【図１７】図13のステップS214の段階で抽出される病変候補領域の一例を示す図
【図１８】仮想内視鏡画像に病変候補領域を重畳した重畳画像の一例
【図１９】管腔芯線方向へのスライド表示について説明する図
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【図２０】第3の実施の形態の表示処理の流れを説明するフローチャート
【図２１】第3の実施の形態における表示例である。
【図２２】第4の実施の形態における表示処理の流れを示すフローチャート
【図２３】病変候補領域の表示形式の一例
【図２４】病変候補領域の表示形式の一例
【図２５】病変候補領域の表示形式の一例
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００１２】
　(第1の実施の形態)
　まず、本発明の医用画像処理装置を適用した画像処理システム1の構成について説明す
る。
【００１３】
　図1に示すように、画像処理システム1は、表示装置107及び入力装置109を備えた医用画
像処理装置100と、医用画像処理装置100にネットワーク110を介して接続される画像デー
タベース111及び医用画像撮影装置112を備える。
【００１４】
　医用画像処理装置100は、病院等に設置される画像診断用のコンピュータであり、医用
画像を解析し、その陰影の中から病変候補を検出して医師に提示するコンピュータ検出支
援装置(CAD)として機能するものである。医用画像処理装置100は、CPU101(Central Proce
ssing Unit)101、主メモリ102、記憶装置103、通信インタフェース(通信I/F)104、表示メ
モリ105、マウス108等の外部機器とのインタフェース(I/F)106を備え、各部はバス113を
介して接続されている。
【００１５】
　CPU101は、主メモリ102または記憶装置103等に格納されるプログラムを主メモリ102のR
AM上のワークメモリ領域に呼び出して実行し、バス113を介して接続された各部を駆動制
御し、医用画像処理装置100が行う各種処理を実現する。
【００１６】
　また、CPU101は、第1の実施の形態において、病変候補領域の抽出に関する後述する処
理を実行する(図3参照)。
【００１７】
　主メモリ102は、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等により構成さ
れる。ROMは、コンピュータのブートプログラムやBIOS等のプログラム、データ等を恒久
的に保持している。また、RAMは、ROM、記憶装置103等からロードしたプログラム、デー
タ等を一時的に保持するとともに、CPU101が各種処理を行う為に使用するワークエリアを
備える。
【００１８】
　記憶装置103は、HDD(ハードディスクドライブ)や他の記録媒体へのデータの読み書きを
行う記憶装置であり、CPU101が実行するプログラム、プログラム実行に必要なデータ、OS
(オペレーティングシステム)等が格納される。プログラムに関しては、OSに相当する制御
プログラムや、アプリケーションプログラムが格納されている。これらの各プログラムコ
ードは、CPU101により必要に応じて読み出されて主メモリ102のRAMに移され、各種の手段
として実行される。
【００１９】
　通信I/F104は、通信制御装置、通信ポート等を有し、医用画像処理装置100とネットワ
ーク110との通信を媒介する。また通信I/F104は、ネットワーク110を介して、画像データ
ベース111や、他のコンピュータ、或いは、医用画像撮影装置112との通信制御を行う。I/
F106は、周辺機器を接続させるためのポートであり、周辺機器とのデータの送受信を行う
。例えば、マウス108等の入力装置等をI/F106を介して接続させるようにしてもよい。
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【００２０】
　マウス108は、移動操作や、ボタン、ホイール等の操作により表示画面上の任意の位置
を指定したり、ソフトウェアスイッチ等を押下したりするものであり、操作に応じた操作
信号をI/F106を介してCPU101へ出力する。表示メモリ105は、CPU101から入力される表示
データを一時的に蓄積するバッファである。蓄積された表示データは所定のタイミングで
表示装置107に出力される。
【００２１】
　表示装置107は、液晶パネル、CRTモニタ等のディスプレイ装置と、ディスプレイ装置と
連携して表示処理を実行するための論理回路で構成され、表示メモリ105を介してCPU101
に接続される。表示装置107はCPU101の制御により表示メモリ105に蓄積された表示データ
をディスプレイ装置に表示する。
【００２２】
　入力装置109は、例えば、キーボード等の入力装置であり、例えば、医用画像を特定す
るためのID情報や、表示装置107に表示された医用画像の診断レポート等、操作者によっ
て入力される各種の指示や情報をCPU101に出力する。操作者は、表示装置107、入力装置1
09、及びマウス108等の外部機器を使用して対話的に医用画像処理装置100を操作する。
【００２３】
　ネットワーク110は、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、イントラネ
ット、インターネット等の各種通信網を含み、画像データベース111やサーバ、他の情報
機器等と医用画像処理装置100との通信接続を媒介する。
【００２４】
　画像データベース111は、医用画像撮影装置112によって撮影された医用画像を蓄積して
記憶するものであり、例えば病院や医療センター等のサーバ等に設けられる。図1に示す
画像処理システム1では、画像データベース111はネットワーク110を介して医用画像処理
装置100に接続される構成であるが、医用画像処理装置100内の例えば記憶装置103に画像
データベース111を設けるようにしてもよい。
【００２５】
　医用画像撮影装置112は、X線CT装置、MRI装置、超音波装置、シンチレーションカメラ
装置、PET(Positron Emission Tomography)装置、SPECT(Single Photon Emission Comput
ed Tomography)装置等、被検体の断層像を撮影するものであり、ネットワーク110を介し
て画像データベース111や医用画像処理装置100に接続される。
【００２６】
　なお、本発明の画像処理システム1で扱う医用画像には、被検体の断層像や、管腔臓器
の展開画像、仮想内視鏡画像が含まれる。展開画像は、管腔臓器の芯線を中心に展開する
ように臓器内部を表示したものであり(図11参照)、仮想内視鏡画像は、管腔臓器内部に設
けた仮想的な視点から中心投影法に基づく表示方法で管腔臓器内部を表示したもの(図18
参照)である。
【００２７】
　次に、図2～図12を参照しながら、画像処理システム1の動作について説明する。
【００２８】
　医用画像処理装置100のCPU101は、主メモリ102から病変候補抽出処理に関するプログラ
ム及びデータを読み出し、このプログラム及びデータに基づいて病変候補抽出処理を実行
する。
【００２９】
　なお、以下の病変候補抽出処理の実行開始に際して、画像データは画像データベース11
1等からネットワーク110及び通信I/F104を介して取り込まれ、医用画像処理装置100の記
憶装置103に記憶されているものとする。また、入力装置109等から病変候補抽出処理の実
行開始指示が入力されると、例えば図2に示すGUI2が記憶装置106から読み出され、表示装
置107に表示される。
【００３０】
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　図2に示すGUI2は、病変候補領域を抽出する際に必要な各種条件、設定値、または指示
を入力する各種入力枠、及び抽出結果を表示するための画像表示領域7等を備え、操作者
はGUI2に表示される内容を参照しながら、入力装置109またはマウス108等を操作して各種
条件等を対話的に入力することが可能である。
【００３１】
　GUI2には、例えば、データ読込ボタン3、初期微分距離を入力するための入力枠4、初期
形状指数閾値を入力するための入力枠5、形状指数閾値を入力するための入力枠6、対象と
なる医用画像や、病変候補領域の抽出結果等の各種画像を表示する画像表示領域7、重畳
表示させる病変候補領域サイズを指定入力するための入力枠8、及び入力枠8に入力する値
を変化させるためのスクロールバー9等が表示される。
【００３２】
　図3の病変候補抽出処理において、まず図2のGUI2のデータ読込ボタン3がクリック操作
されると、CPU101は、画像データを読み込む処理を行う。CPU101は、複数の被選択画像を
リスト表示またはサムネイル表示した画像選択ウィンドウを表示装置107に表示させ、操
作者からの画像の選択を受け付ける。操作者が所望の画像を選択すると、CPU101は記憶装
置103から選択された画像データを読み出して主メモリ102に保持する(ステップS101)。
【００３３】
　本実施の形態では、大腸等の管腔領域の画像データが選択されるものとする。また、こ
の段階で読み込む画像データは複数の断層像を積み上げたボリューム画像データであるも
のとする。
【００３４】
　次にCPU101は、ステップS101で読み込んだ画像データから、芯線を抽出する(ステップS
102)。芯線の抽出は、例えば、特開2006－42969号公報に開示されるように、表示されて
いるボリューム画像データの管腔領域内に指定された始点、終点、及び通過点間をトラッ
キングすることにより行われる。
【００３５】
　次に、CPU101は、ステップS102において抽出した芯線情報を用いて、表示画像を作成す
る。ここでは表示画像として展開画像71を作成するものとする(ステップS103；図11参照)
。展開画像71の作成の詳細については、特許文献(特許3627066号)等に開示されるもので
あるので、説明を省略する。
【００３６】
　次にCPU101は、ステップS103において作成した展開画像71の全体について、形状指数S
を算出するためのパラメータP1を設定する(ステップS104)。ここで、形状指数Sは、画像
の曲面の状態を評価する指数であり、ここでは一例として、Shape Indexと呼ばれるもの
を使用する。形状指数Sは、以下の式(1)で表される。またパラメータP1は、例えば、注目
する点における微分値を求めるための微分距離であり、形状指数Sの算出時に使用される(
以下の式(3)参照)。パラメータP1は、予め経験的に求めた値を用いてもよいし、図2のGUI
2の入力枠4に入力される任意の数値を用いてもよい。CPU101は設定されたパラメータP1を
主メモリ102に格納する。
【００３７】
【数１】

　式(1)において、λmax、λminは、曲面上の各点についての主曲率の最大値、最小値で
あり、以下の式(2)により算出される。
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【００３８】
【数２】

　式(2)において、fxx、fyy、fxyは、注目画素pにおけるf(x，y)の第2次偏導関数であり
、注目画素pの座標(x，y)と画素pにおけるデプスデータf(x，y)とを用いて、以下の式(3)
により算出される。デプスデータf(x，y)とは、展開画像として表示される管腔壁の各点(
各画素)の実空間での座標(x，y)と、その座標における管腔表面から管腔の芯線までの3次
元座標上での距離である。このデプスデータf(x，y)は、展開画像71の作成時に生成され
るものである。
【００３９】

【数３】

　図4に示すように、Shape Index(形状指数S)は、0から1まで連続的に変化する値をとり
、各値にはそれぞれ異なる曲面状態が対応している。すなわち、凹型の半球はShape Inde
xの値「0」に対応し、Shape Indexの値が「0」から大きくなるに従って、凹型の半円柱、
鞍型の面・平面、凸型の半円柱、凸型の半球を表す。凸型の半球ではShape Indexの値「1
」に対応する。
【００４０】
　図5に示す凸面601の形状指数Sを求める場合、形状指数Sの値は微分距離(パラメータP1)
に依存する。形状指数Sは、微分距離が曲面(凹凸)の幅と同程度のときに最大値をとる。
図5の矢印602のように、凹凸の幅よりも微分距離が小さいときは、ほぼ平らな面の形状指
数Sを求めることとなり、「0．5」付近の値をとる。一方、図5の矢印603のように、凹凸
の幅と微分距離とが同程度のときは、第2次偏導関数算出の際に凸面の傾きを捉えること
ができるので、形状指数Sは「1」付近の値をとり、凸型の半球に近い形状であることを示
す。
【００４１】



(9) JP WO2010/047324 A1 2010.4.29

10

20

30

40

50

　上述のように、ステップS104で設定したパラメータP1は、主曲率λmax、λminを算出す
る際に利用されるため、同じ画素について形状指数Sを算出する場合でもパラメータP1の
値に応じて、算出結果が異なるものとなる。
【００４２】
　本発明の病変候補抽出処理では、一連の処理において形状指数Sを繰り返し算出する。
以下の説明において、形状指数Sとして、はじめに算出するもの(ステップS106)を初期形
状指数S0と呼び、後の段階(ステップS112)で算出される形状指数をSn(n＝1，2，3，・・
・)のように呼ぶものとする。
【００４３】
　CPU101は、初期形状指数S0についての閾値(以下、初期形状指数閾値という)を設定する
(ステップS105)。初期形状指数閾値は、予め経験的に求めた値を用いてもよいし、図2のG
UI2の入力枠5に入力される任意の数値を用いてもよい。CPU101は設定された初期形状指数
閾値を主メモリ102に格納する。なお、本実施の形態では、凸状の病変候補(ポリープ)を
抽出するため、初期形状指数閾値は下限値を表すものとする。
【００４４】
　CPU101は、ステップS103で作成した展開画像71の各画素について、ステップS104で設定
した微分距離(パラメータP1)を用いて、初期形状指数S0を算出する(ステップS106)。
【００４５】
　CPU101は、ステップS105で設定した初期形状指数閾値を用いて、ステップS106で算出し
た形状指数S0についての閾値処理を行い、閾値範囲内に入る領域を抽出し、主メモリ102
に格納する(ステップS107)。
【００４６】
　具体的には、例えば、CPU101は設定した初期形状指数閾値以上の形状指数S0を示す画素
を病変候補領域とする。ここまでの段階では、病変候補領域を粗く抽出することを目的と
するため、ステップS105で設定する初期形状指数閾値を、例えば「0．75」のように(図2
参照)、比較的低い値にすることが望ましい。
【００４７】
　この段階で、図6の画像711の斜線で示す領域のように、展開画像内のいくつかの領域50
1，502，503，・・・が抽出される。設定したパラメータP1(微分距離)をはるかに越える
大きさの凸面は、算出される初期形状指数S0の値が小さくなるので、病変候補の対象外と
なり、抽出されない。なお、図6の斜線で示す領域は全て、ステップS107の処理において
抽出された領域であるが、図中一部の領域の符号を省略している。
【００４８】
　CPU101は、ステップS107で抽出した各領域について、領域の円形度や長径・短径比等の
各種特徴量を算出する。そして、算出した特徴量について、予め設定した閾値範囲内に入
る領域のみを抽出し、偽陽性の領域を削除する(ステップS108)。この段階で残された領域
501，502，503，504，507，508，512，514を図7に示す。
【００４９】
　図7に示す画像712では、図6に示す抽出領域のうち、長径・短径の比が小さく、比較的
円形に近い形状を示す領域が抽出されている。また、例えば、図7の領域501内の各画素の
初期形状指数S0の平均値＜S0＞は「0．75」を示しているものとする。
【００５０】
　次に、CPU101は、ステップS108で抽出した各領域について、それぞれ領域サイズを算出
する(ステップS109)。以下、抽出されている病変候補領域に、番号iを付与し、i番目の病
変候補領域を領域iと呼ぶこととし、領域iの領域サイズをLiと呼ぶこととする。領域サイ
ズLiは、例えば、図8に示すように、領域iの端(輪郭)に属する全ての画素間の距離のうち
、最大値とすればよい。CPU101は、各領域iについて算出した領域サイズLiを主メモリ102
に保持する。
【００５１】
　次に、CPU101は、ステップS109で算出した領域サイズLiを用いて、ステップS108で抽出
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した各病変候補領域について、それぞれパラメータdiを再設定し、主メモリ102に保持す
る(ステップS110)。パラメータdiは、形状指数Snを再算出するために用いられる微分距離
であり、例えば、以下の式(4)によって求められる。式(4)のαは、予め経験的に決定され
た係数とする。
【００５２】
【数４】

　次にCPU101は、再算出される形状指数Snについての閾値を再設定する(ステップS111)。
この閾値は、予め経験的に求めた値を用いてもよいし、図2のGUI2の入力枠6に入力される
任意の数値を用いてもよい。ステップS111で設定される閾値を、再算出される形状指数Sn
の閾値と呼ぶ。CPU101は設定された、再算出される形状指数Snの閾値を主メモリ102に保
持する。ここでは、図2に示すように、入力枠6に「0．9」の値が入力されるものとする。
【００５３】
　CPU101は、ステップS108で抽出された各領域について、ステップS110で設定したパラメ
ータdiを用いて、形状指数Snを再算出する(ステップS112)。ここで、形状指数Snは上述の
式(1)，(2)，(3)を用いて算出される。ただし、式(3)に含まれるパラメータP1は、再設定
したパラメータdiに置き換えられるものとする。
【００５４】
　ここで、CPU101は、ステップS108で抽出した各病変候補領域について膨張処理を施した
後に、形状指数Snを再算出するようにしてもよい。膨張処理とは、領域iの淵を1～数画素
分拡張する処理であり、膨張処理した領域を形状指数Snの算出対象とすることにより、初
期形状指数S0の算出(ステップS106)の段階で、パラメータP1の不適合等の理由により除外
された画素についても形状指数Snを算出し直し、抽出の精度を向上することができる。な
お、膨張処理に限らず、形状指数Snの算出対象とする領域を、適宜拡張してもよい。
【００５５】
　CPU101は、ステップS111で設定した閾値を用いて、ステップS112で算出した形状指数Sn
についての閾値処理を行ない、閾値範囲内に入る領域を抽出する(ステップS113)。
【００５６】
　この段階で、図9の画像713の斜線に示す領域のように、展開画像713内にいくつかの領
域501，502，503，504，507，508，512，515が抽出される。領域501を例に挙げると、ス
テップS110からステップS113までの処理によって、領域501内の各画素の形状指数Snの平
均値＜Sn＞は「0．98」のように補正される。ステップS110からステップS113までの処理
を行う前の段階で抽出されている、図7の対応領域501内の各画素の初期形状指数S0の平均
値＜S0＞は「0．75」である。
【００５７】
　CPU101は、ステップS113で抽出した各病変候補領域について、領域の円形度や長径・短
径比等の各種特徴量を算出する。そして、算出した特徴量について、予め設定した閾値範
囲内に入る領域のみを抽出し、偽陽性の領域を削除する(ステップS114)。この段階で残さ
れた病変候補領域501，504，507を図10に示す。
【００５８】
　CPU101は、ステップS114で抽出した各病変候補領域iについて、領域サイズLiを再算出
し、主メモリ102に保持する(ステップS115)。領域サイズLiはステップS109と同様にして
求められる。
【００５９】
　ステップS110～S115の処理は、1回のみ実行されるようにしてもよいし、複数回繰り返
されるようにしてもよい。複数回繰り返す場合は、ステップS116に示すように、CPU101は
、前回のループで再抽出した病変候補領域の領域サイズと、今回のループで再抽出した病
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変候補領域の領域サイズとを比較し、その差が所定値以下となれば、ステップS117へ移行
する。
【００６０】
　ステップS117において、CPU101は、ステップS103で作成した展開画像71に対して、ステ
ップS114で抽出した各病変候補領域を重畳した重畳画像715を作成する。重畳画像715の各
病変候補領域は、ステップS112で再算出した形状指数Snの値に応じて異なる色値が与えら
れるものとする(ステップS117)。そして、CPU101はステップS117で作成した重畳画像715
を、表示装置107に表示されているGUI2内の画像表示領域7に表示する(ステップS108)。
【００６１】
　例えば、図11に示すように、重畳画像715には、再抽出された病変候補領域501，504，5
07が、展開画像71に重畳表示されている。病変候補領域501，504，507は、それぞれ領域
サイズは異なるが、再算出された形状指数Snの値が、設定した閾値以上(例えば「0．9」
以上)のものであり、互いにほぼ相似の形状となっている。また、病変候補領域501，504
，507は、形状指数Snがほぼ同一であるので、同一の色で表示されるものとする。
【００６２】
　なお、ステップS117において、色値を重畳する病変候補領域を、ステップS114で抽出し
た病変候補領域の全てとしてもよいし、これらの病変候補領域のうち、所定の領域サイズ
以上のものについてのみとしてもよい。表示させる病変候補領域の領域サイズは、図2に
示すGUI2の入力枠8内に操作者から入力される値によって設定可能としてもよい。この場
合、CPU101は、ステップS115で算出した領域サイズLiを参照して、入力枠8に入力された
領域サイズ以上の領域サイズLiの病変候補領域に色値を与え、重畳表示させる。
【００６３】
　図2のGUI2に示す入力枠8には、スクロールバー9の移動操作に応じた数値が入力される
。図2に示す例では、入力枠8に「6」mmが入力されているので、領域サイズLiが6mm以上の
病変候補領域のみが選択されて、重畳表示される。
【００６４】
　また、作成した重畳画像715を、管腔臓器の芯線方向に所定の送り幅でスライド表示さ
せるようにしてもよい。この場合、CPU101は、表示されているコマ(重畳画像の一部)に、
病変候補領域が含まれている場合は、次のコマへの送り幅を小さくし、病変候補領域が含
まれていない場合は、次のコマへの送り幅を大きくするように制御してもよい。
【００６５】
　例えば、図12はスライド表示の連続した2コマを上下に示した図であり、(A)は病変候補
領域が含まれない部分、(B)は病変候補領域が含まれる部分について説明するものである
。
【００６６】
　図12(A)のように、病変候補領域が含まれない部分でのスライド表示の送り幅をΔとし
、図12(B)のように、病変候補領域が含まれる部分でのスライド表示の送り幅をΔ’とし
た場合、CPU101は、ΔがΔ’より大きくなるように(Δ＞Δ’)、制御する。このように、
病変候補領域が含まれる部分の送り幅を小さくしてスライド表示することで、病変候補領
域が含まれる部分により注意が向けられるようになる。
【００６７】
　以上説明したように、第1の実施の形態の画像処理システム1において、医用画像処理装
置100は、医用画像(展開画像71)から病変候補領域を抽出する処理を実行する。病変候補
抽出処理において、CPU101はまず、展開画像71全体の各画素について、初期微分距離(パ
ラメータP1)を用いて形状指数S0を算出し、算出された形状指数S0を閾値処理して病変候
補領域を抽出する。更に、CPU101は、病変候補領域の大きさや他の特徴量についての評価
を行なうことで、偽陽性の領域を削除する。その後CPU101は、各病変候補領域について、
領域サイズLiを算出し、領域サイズLiに応じたパラメータdi(微分距離)を再設定する。そ
して、CPU101は、再設定したパラメータdiを用いて、各病変候補領域について形状指数Sn
を再算出する。更に、CPU101は、再算出された形状指数Snを閾値処理し、病変候補領域の
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大きさや他の特徴量についての評価を行なうことにより偽陽性の領域を削除して、病変候
補領域を再抽出する。その後、CPU101は、再抽出した病変候補領域を形状指数Sn毎に異な
る表示形式(色値等)で、展開画像71に重畳表示する。
【００６８】
　従って、病変候補領域の領域サイズLiに応じた最適な微分距離diを与えて各病変候補領
域の形状を評価できる。そのため、形状が同一で、サイズが異なるような相似形状の病変
候補領域についても、一連の処理で一度に抽出でき、展開画像に重畳表示できるようにな
る。また、形状に応じて異なる表示形式(色値)等で、重畳表示されるため、サイズが異な
っていても相似形状の病変候補領域であれば同一の表示形式で表示されるようになり、病
変候補の観察が容易となる。
【００６９】
　なお、上述の例では、形状指数S0，Snの閾値処理において使用する閾値は、下限値とし
て設定する例を示したが、抽出したい形状に応じて上限値や範囲として設定してもよい。
また、ステップS108、S114の偽陽性削除処理では、特徴量として領域の長径・短径比や円
形度を評価したが、これに限定されるものではなく注目領域のCT値等を特徴量とし、これ
らの特徴量に基づいて偽陽性領域を判定するようにしてもよい。
【００７０】
　(第2の実施の形態)
　次に、第2の実施の形態の画像処理システム1について説明する。第2の実施の形態では
、第1の実施の形態において説明した病変候補領域の抽出方法を仮想内視鏡画像に適用す
る。また、第2の実施の形態の画像処理システム1のハードウエア構成は、図1の第1の実施
の形態の画像処理システム1と同一であるので説明を省略し、同一の各部については同一
の符号を付して説明する。
【００７１】
　以下、第2の実施の形態の医用画像処理装置100にて実行される病変候補抽出処理につい
て説明する。
【００７２】
　第2の実施の形態の医用画像処理装置100のCPU101は、主メモリ102から図13に示す病変
候補抽出処理に関するプログラム及びデータを読み出し、このプログラム及びデータに基
づいて病変候補抽出処理を実行する。
【００７３】
　図13の病変候補抽出処理において、まず、第1の実施の形態における病変候補抽出処理(
図3)のステップS101～ステップS102と同様に、図2のGUI2のデータ読込ボタン3がクリック
操作されると、CPU101は、画像データを読み込む処理を行う。CPU101は、記憶装置103か
ら選択された画像データを読み出して主メモリ102に保持し(ステップS201)、また、CPU10
1は、読み込んだ画像データから芯線を抽出する(ステップS202)。
【００７４】
　次に、CPU101は、ステップS202において抽出した芯線情報を用いて、表示画像を作成す
る。ここでは表示画像として仮想内視鏡画像72を作成するものとする(ステップS203；図1
8参照)。仮想内視鏡画像72とは、管腔領域内部に設定される任意の視点から、ある範囲の
方向を視野角として眺めた様子を平面状の投影面に投影した画像である。仮想内視鏡画像
72の作成の詳細については、特許文献(特開平7－296184号公報)等に開示されるものであ
るので、説明を省略する。
【００７５】
　CPU101は、ステップS203において作成した仮想内視鏡画像72について、初期形状指数S0
を算出するためのパラメータP1を設定する(ステップS204)。ここで設定するパラメータP1
は、第1の実施の形態のステップS104と同様に、例えば、注目する点における微分値を求
めるための微分距離等である。パラメータP1は、予め経験的に求めた値を用いるものとし
てもよいし、図2のGUI2の入力枠4に入力される任意の数値を用いるものとしてもよい。CP
U101は設定されたパラメータP1を主メモリ102に格納する。
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【００７６】
　次にCPU101は、第1の実施の形態のステップS105と同様に、初期形状指数閾値を設定す
る(ステップS205)。
【００７７】
　CPU101は、ステップS203で作成した仮想内視鏡画像7全体の各画素について、ステップS
204で設定した微分距離(パラメータP1)を用いて、形状指数S0を算出する(ステップS206)
。初期形状指数S0は、第1の実施の形態と同様に上述の式(1)で表されるものを用いる。
【００７８】
　CPU101は、ステップS205で設定した初期形状指数閾値を用いて、ステップS206で算出し
た形状指数S0についての閾値処理を行ない、閾値範囲内に入る領域を抽出する(ステップS
207)。
【００７９】
　この段階で、図14の画像721に示すように、仮想内視鏡画像72内のいくつかの病変候補
領域801，802，803，・・・が抽出される。CPU101は、ステップS207で抽出した各病変候
補領域について、領域の円形度や長径・短径比等の各種特徴量を算出する。そして、算出
した特徴量について、予め設定した閾値範囲内に入る領域のみを抽出し、偽陽性の領域を
削除する(ステップS208)。この段階で残された病変候補領域801，802，803，804，806を
図15に示す。
【００８０】
　図15に示す例では、図14に示す領域のうち、長径・短径の比が小さく、比較的円形に近
い形状を示す領域801，802，803，804，806が抽出されている。例えば、図15の領域802内
の各画素の初期形状指数S0の平均値＜S0＞は「0．75」を示しているものとする。
【００８１】
　次に、CPU101は、ステップS208で抽出した各領域について、それぞれ大きさ(領域サイ
ズLi)を算出する(ステップS209)。領域サイズLiの算出は、第1の実施の形態と同様である
。CPU101は、各領域について算出した領域サイズLiを主メモリ102に保持する。
【００８２】
　次に、CPU101は、ステップS209で算出した領域サイズLiを用いて、ステップS208で抽出
した各病変候補領域のパラメータdiを再設定し、主メモリ102に保持する(ステップS210)
。パラメータdiは、第1の実施の形態と同様に、上述の式(4)を用いて求められ、各病変候
補領域iの領域サイズLiに応じた値とする。
【００８３】
　次に、CPU101は、第1の実施の形態のステップS111と同様に、再算出される形状指数Sn
についての閾値を再設定する(ステップS211)。また、CPU101は、第1の実施の形態のステ
ップS112と同様に、ステップS208で抽出された各領域について、ステップS210で設定した
パラメータdiを用いて、形状指数Snを再算出する(ステップS212)。
【００８４】
　更にCPU101は、第1の実施の形態のステップS113と同様に、ステップS211で設定した閾
値を用いて、ステップS212で再算出した形状指数Snについての閾値処理を行ない、閾値範
囲内に入る領域を抽出する(ステップS213)。
【００８５】
　この段階で、図16の画像723の斜線で示す領域のように、仮想内視鏡画像72内にいくつ
かの領域801，802，803，804，806が抽出される。領域802を例に挙げると、ステップS210
からステップS213までの処理によって、領域802内の各画素の形状指数Snの平均値＜Sn＞
は「0．98」のように補正される。ステップS210からステップS213までの処理を行う前の
段階で抽出されている、図15の対応領域802内の各画素の初期形状指数S0の平均値＜S0＞
は「0．75」である。
【００８６】
　CPU101は、第1の実施の形態のステップS114と同様に、ステップS213で抽出した各領域
について、領域の円形度や長径・短径比等の各種特徴量を算出する。そして、算出した特
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徴量について、予め設定した閾値範囲内に入る領域のみを抽出し、偽陽性の領域を削除す
る(ステップS214)。この段階で残された領域801、802、803を図17に示す。
【００８７】
　CPU101は、ステップS214で再抽出した各病変候補領域iについて、領域サイズLiを再算
出する。領域サイズLiはステップS209と同様にして求める。
【００８８】
　第1の実施の形態と同様に、ステップS210～S215の処理は、1回のみ実行されるようにし
てもよいし、複数回繰り返すようにしてもよい。複数回繰り返す場合は、ステップS216に
示すように、前回のループで再抽出された病変候補領域の領域サイズと、今回のループで
再抽出した病変候補領域の領域サイズとを比較し、その差が所定値以下となれば、ステッ
プS217へ移行する。
【００８９】
　ステップS217において、CPU101は、ステップS203で作成した仮想内視鏡画像72に対して
、ステップS214で抽出した各病変候補領域を重畳した重畳画像725を作成する。重畳画像7
25の各病変候補領域は、ステップS212で再算出した形状指数Snの値に応じて異なる色値が
与えられるものとする(ステップS217)。そして、CPU101は、ステップS217で作成した重畳
画像725を、GUI2内の画像表示領域7に表示する(ステップS218)。
【００９０】
　例えば、図18に示すように、重畳画像725には、再抽出された病変候補領域801，802，8
03が、仮想内視鏡画像72に表示されている。病変候補領域801，802，803は、それぞれ領
域サイズは異なるが、再算出された形状指数Snの値が、設定した閾値以上(例えば「0．9
」以上)のものであり、互いにほぼ相似の形状となっている。また、病変候補領域801，80
2，803は、形状がほぼ同一であるので、同一の色で表示されるものとする。
【００９１】
　なお、第1の実施の形態と同様に、ステップS217において、色値を重畳する病変候補領
域を、ステップS214で抽出した病変候補領域の全てとしてもよいし、これらの病変候補領
域のうち、所定の領域サイズ以上のものについてのみとしてもよい。
【００９２】
　また、第1の実施の形態と同様に、作成した重畳画像725を、管腔臓器の芯線方向に所定
の送り幅でスライド表示させるようにしてもよい。この場合、CPU101は、表示されている
コマ(重畳画像の一部)に、病変候補領域が含まれている場合は、次のコマへの送り幅を小
さくし、病変候補領域が含まれていない場合は、次のコマへの送り幅を大きくするように
制御してもよい。
【００９３】
　例えば、図19はスライド表示の連続した2コマを上下に示した図であり、(A)は病変候補
領域が含まれない部分、(B)は病変候補領域が含まれる部分について説明するものである
。
【００９４】
　図19(A)のように、病変候補領域が含まれない連続した各コマ726，727の対応する点を
それぞれ726a，727aとする。また、図19(B)のように、病変候補領域が含まれる連続した
各コマ728，729の対応する点をそれぞれ728a，729aとする。この場合、CPU101は、図19(A
)の病変候補領域が含まれない部分では、図19(B)の病変候補領域が含まれる部分より視点
の移動量を大きくするように制御する。このように、病変候補領域が含まれる部分の送り
幅を小さくしてスライド表示することで、病変候補領域が含まれる部分により注意が向け
られるようになる。
【００９５】
　以上説明したように、第2の実施の形態では、第1の実施の形態(展開画像からの病変候
補領域抽出)と同様の処理を、仮想内視鏡画像72について行う。
【００９６】
　従って、仮想内視鏡画像についても、形状が同一で、サイズが異なる病変候補を、一連
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の処理で一度に抽出し、重畳表示できるようになる。
【００９７】
　(第3の実施の形態)次に、第3の実施の形態の画像処理システム1について説明する。第3
の実施の形態の画像処理システム1のハードウエア構成は、図1の第1の実施の形態の画像
処理システム1と同一であるので説明を省略し、同一の各部については同一の符号を付し
て説明する。
【００９８】
　第3の実施の形態では、第1の実施の形態における病変領域抽出処理(図3のステップS101
～S117)によって、展開画像71から抽出された病変候補領域を、仮想内視鏡画像72に反映
させるものである。
【００９９】
　以下、図20、図21を用いて第3の実施の形態の画像処理システム1について説明する。
【０１００】
　図20に示す第3の実施の形態の表示処理において、まずCPU101は、図3の病変候補抽出処
理のステップS101～S116によって展開画像71から病変候補領域を抽出するとともに、再算
出された形状指数Sn(図3のステップS112)を主メモリ102に記憶する(ステップS301)。図3
のステップS117の色値重畳処理及びステップS118の重畳画像表示処理は省略してもよい。
【０１０１】
　また、CPU101は、ステップS301で抽出した病変候補領域について、例えば実空間座標等
の座標情報を取得し、主メモリ102に保持する(ステップS302)。
【０１０２】
　次にCPU101は、図13のステップS201～S203の処理に従って、仮想内視鏡画像72を作成す
る(ステップS303)。そして、CPU101は、ステップS303で作成した仮想内視鏡画像72に表示
されている内壁の実空間座標内に、ステップS302で取得した座標情報(展開画像71から抽
出した病変候補領域の実空間座標)に対応するものが含まれているか否かを判別する(ステ
ップS304)。
【０１０３】
　CPU101は、ステップS304において、仮想内視鏡画像72に表示されている内壁の実空間座
標に、ステップS302で取得した座標情報(病変候補領域)に対応するものが含まれていると
判別した場合は、仮想内視鏡画像72の内壁の対応する座標に、病変候補領域を示す色値を
重畳した重畳画像732(図21参照)を作成する。ここで、病変候補領域を示す色値は、ステ
ップS301で主メモリ102に記憶した各領域の形状指数Snに応じた色値とする(ステップS305
)。
【０１０４】
　CPU101は、ステップS305で作成した重畳画像732を、図2に示すGUI2内の画像表示領域7
に表示する(ステップS306)。ここで、画像表示領域7には、図21に示す展開画像71への重
畳画像731と、仮想内視鏡画像72への重畳画像732とが、ともに表示されることが望ましい
。展開画像71への重畳画像731と、仮想内視鏡画像72への重畳画像732とが、ともに表示さ
れる場合は、病変候補の比較が容易となり、更に効率の良い読影が可能となる。
【０１０５】
　図21に示すように展開画像71での重畳画像731における病変候補領域501a，504a，507a
のうち501a，507aに対応する実空間座標が、仮想内視鏡画像72内にある場合は、その対応
領域501b，507bが対応する座標位置に表示される。
【０１０６】
　以上説明したように、第3の実施の形態では、画像処理装置100は、展開画像71から抽出
した病変候補領域を、仮想内視鏡画像72の対応位置に重畳表示させる。その結果、展開画
像71と仮想内視鏡画像72とで、病変候補領域の比較読影が容易となり、診断効率が向上す
る。
【０１０７】
　なお、ステップS305においても、第1、第2の実施の形態と同様に、色値を重畳する病変
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候補領域を、ステップS301で抽出された病変候補領域の全てとしてもよいし、所定の領域
サイズより大きい領域サイズの病変候補領域のみとしてもよい。また、第3の実施の形態
では、展開画像71から抽出した病変候補領域を、仮想内視鏡画像72に反映するものとした
が、これとは逆に仮想内視鏡画像72から抽出した病変候補領域を、展開画像71に反映する
ものとしてもよいし、展開画像71や仮想内視鏡画像72から抽出した病変候補領域を、医用
断層画像に反映するようにしてもよい。
【０１０８】
　(第4の実施の形態)
　第4の実施の形態では、第1から第3の実施の形態において説明した手法で抽出した病変
候補領域の様々な表示形式について説明する。
【０１０９】
　図22に示すように、CPU101は、まず、展開画像71または仮想内視鏡画像72から病変候補
領域を抽出する(ステップS401)。病変候補領域の抽出は、図3のステップS101～S116また
は図13のステップS201～S216の処理と同様であるので、説明を省略する。
【０１１０】
　次に、CPU101は、ステップS401で抽出した各病変候補領域iについて、それぞれ領域サ
イズLiを算出する(ステップS402)。領域サイズLiの算出は、図3のステップS109または図1
3のステップS209等と同様である。CPU101は、ステップS402で算出した領域サイズLiに基
づいて各領域iを、例えば3段階等の複数のクラスに分類する(ステップS403)。
【０１１１】
　そして、CPU101は、ステップS401で抽出した各病変候補領域を、ステップS403で分類し
たクラスに応じた表示形式(例えば色値、透明度、或いは模様等)で、重畳画像を作成し(
ステップS404)、作成した重畳画像を表示画面に表示させる(ステップS405)。
【０１１２】
　分類したクラスに応じた表示形式としては、例えば、図23に示すように、展開画像741
に表示される、それぞれ別のクラスに属する病変候補領域501c，504c，507cや、仮想内視
鏡画像742に表示される、それぞれ別のクラスに属する病変候補領域801c，802c，803cに
ついて、例えば、赤、青、黄のように、異なる領域サイズのものをそれぞれ異なる色で表
示する。このようにした場合、領域サイズから推測される危険度等の目安が容易に判断で
きるようになる。
【０１１３】
　また、図24の501d，504d，507d，801d，802d，803dに示すように、各病変候補領域の淵
にのみに、赤、青、黄のようなクラス毎に割り振られた色を付加するようにしてもよい。
このように領域の淵にのみ色付けした場合、病変候補領域の表面状態も観察することが可
能となる。
【０１１４】
　また、図25の501e，504e，507e，801e，802e，803eに示すように、色付けの透明度を、
クラス毎に変化させるようにしてもよい。例えば、領域サイズが大きく見逃しては危険な
レベルのクラスは目立つように不透明に色付けし、サイズが小さく危険度が小さいクラス
は、透明度を高くする等が挙げられる。このようにクラス毎に透明度を変化させて表示し
た場合には、サイズが大きく危険度の高い領域に、より注意を向けやすくなる。
【０１１５】
　以上説明したように、第4の実施の形態の画像処理システム1では、医用画像から抽出し
た病変候補領域を、領域サイズに基づいて複数クラスに分類し、分類したクラスに応じて
、異なる表示形式で医用画像に表示させる。その結果、病変の危険度が表示形式の違いに
よって容易に判断できるようになる。
【０１１６】
　なお、第4の実施の形態では、病変候補領域の領域サイズによる分類(クラス分け)を行
う例を示したが、これに限定されるものではなく、例えば、形状指数等、形状に基づく分
類や、他の特徴量に基づく分類としてもよい。また、第1～第4の実施の形態は、大腸内壁
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の病変候補領域の抽出について説明したが、例えば気管支、血管、小腸等の他の管腔臓器
の他、胃等の消化器や、動脈瘤等、管腔外側の隆起を対象とすることも可能である。
【０１１７】
　その他、例えば、第1から第4の実施の形態において説明した手法を適宜組み合わせるよ
うにしてもよい。また、当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において、
各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本
発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１１８】
　1　画像処理システム、100　医用画像処理装置、101　CPU101、102　主メモリ、103　
記憶装置、104　通信I/F、105　表示メモリ、106　I/F、107　表示装置、108　マウス(外
部機器)、109　入力装置、110　ネットワーク、111　画像データベース、112　医用画像
撮影装置、2　GUI、4　初期微分距離入力枠、5　初期形状指数閾値入力枠、6　形状指数
閾値入力枠、7　画像表示領域、8　サイズ入力枠、9　スクロールバー、71　展開画像、7
15　展開画像への重畳画像、501～515　病変候補領域、72　仮想内視鏡画像、725　仮想
内視鏡画像への重畳画像、801～808　病変候補領域

【図１】 【図２】
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【図１９】 【図２０】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月4日(2011.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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